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平成 30 年 2 月 8 日 

日本原子力発電㈱ 

漂流物に係る検討について 

 

１． 検討方針について 

東海第二発電所における漂流物荷重に係る検討は，図－1 に示す「漂流物評価フローによ

り評価する対象の施設・設備の配置」を考慮し，図－2に漂流物に係る全体的な検討フロー

を示す。 

 

 

図－1 漂流物評価フローにより評価する対象の施設・設備の配置 
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図－2 漂流物に係る全体的な検討フロー  

漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出

発電所敷地内・外 発電所敷地内 発電所敷地外 

海域・陸域 海域 陸域 海域 陸域 

調査対象分類 船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

機器 

資機材等 

車両 

その他物品等 

船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

車両 

その他物品等 

津波の流向・流速の確認

Yes

No

設計用漂流物荷重の設定

・設備対策：対象物の固縛対策，
防潮堤本体部材の補強又は緩衝工の設置等

数値実験シミュレーション

道路橋示方書式等による検討対象の
漂流物荷重の試算

スタート

リスクの整理
設備での対策検討

漂流物調査範囲の設定

漂流物となるか

津波防護施設等，取水機
能を有する安全設備等に

到達する漂流物となるか

漂流物とはならない
（分類：Ａ）

津波防護施設等，取水
機能を有する安全設備

等に対する漂流物とな

らない（分類：Ｂ）

津波防護施設等の健全性，
取水機能を有する安全設

備等の取水性への影響が

あるか

津波防護施設等の健全性，
取水機能を有する安全設

備等への影響なし（分

類：Ｃ）

【判断基準】

・撤去するため漂流物とはならない。

・重量物であり，気密性がなく沈降するため漂流物とはならない。

・地震・津波による過去の事例から考慮し，

本来の形状を維持したまま漂流物とはならない。

・緊急退避行動の実効性が確認されている，又はあらかじめ

緊急退避行動の実効性について確認した後に入港する運用を

定めることにより漂流物とはならない。

【判断基準】

・設置位置及び津波の流況から到達しない。

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられる

エリアへ移設するため到達しない。

・地震・津波による過去の事例から考慮し，

本来の形状を維持したまま漂流物とはならない。

・漂流過程で沈降するため到達しない。

【判断基準】

・漂流物の衝突を想定した場合においても

津波防護施設等の健全性が保たれる。

・漂流物が到達した場合でも非常用海水ポンプの取水が

可能である。

漂流物対策を実施する（分類：Ｄ）

Yes

Yes

津波防護施設等の健全性，取水機能を有する

安全設備等の取水性に対する影響評価

津波防護施設等，取水機能を有する

安全設備等への到達可能性評価

漂流物となる可能性のある施設・設備の評価

津波防護施設等：津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備を示す。
取水機能を有する安全設備等：海水取水機能を有する非常用海水ポンプ，非常用海水配管等を示す。

設計用漂流物荷重の
算定対象の選定

各算定対象の質量及び衝突を仮定する
際の表面流速（津波流速）（U）及び

漂流流速（v）の整理

軌跡解析による防潮堤と漂流物の
最短距離での漂流流速（v）の評価

・断面2次元又は平面2次元軌跡解析

道路橋示方書式等の調査

・既往文献の調査（漂流物荷重に対する構造物の設計事例等）
・有識者へのヒアリング等

漂流物評価フロー

（設置変更許可段階）
漂流物荷重に

係る検討フロー

(工認段階）

No

No

漂流物化の評価

軌跡解析による防潮堤と
漂流物の最短距離の評価

3.11の被災事例調査（文献等）

・3.11での漂流物および漂流距離の整理
・漂流物による被災事例の整理

・断面2次元又は平面2次元軌跡解析
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２．検討スケジュール 

 漂流物に係る検討スケジュールを表－1 に示す。 

 

表－1 漂流物に係る検討スケジュール 

 

 

以上 

検討項目 備考

▽漂流物の種類及び位置の整理

▽流況の整理

▽漂流物軌跡解析

2月 3月

サイト条件の整理


